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○救うことができた命を失わないために 

急性期の救命医療、避難生活における医療や健康支援など、災害時にお

ける医療提供体制を確保する。 
 

○被災者の生活を一日でも早く再建するために 

被災者が生きていくことに希望を持てる生活を再建するために、事前に

復興対策の方針を検討･構築しておく。 
 

といった視点から、本県の現状に照らし、特に注力すべき取組課題を整理し、

確実に推進していくことが必要であると考えました。 

 

 第４章の「２ 施策体系」の項において、「県民の皆さんの命を守り抜き、ま

た被災後にいち早く県民生活の再建を図る」という観点から、「対策を進めるた

めの基本的な考え方」として７つの基本方針を示しています。 

この基本方針に沿って、本県が取り組むべき課題を、10 の「選択・集中テー

マ」として設定するとともに、テーマ実現に特に寄与すると考えられる行動項

目を「重点行動項目」として選定しました。 

今後、県では、これらの対策を特に強力に進めていくこととします。 
 

【基本方針と選択・集中テーマ】 

Ⅰ 強い揺れへの備えと対策を行う 

  選択・集中テーマ：家庭における耐震対策を進める 

Ⅱ 津波への備えと対策を行う 

  選択・集中テーマ：避難をあきらめないための対策を進める 

Ⅲ 「防災意識」を「防災行動」に結びつける 

  選択・集中テーマ①：防災人材が地域で活躍するための対策を進める 

  選択・集中テーマ②：防災教育を通じて、次世代の防災の担い手を育てる 

Ⅳ 災害時に特別な配慮が必要となる人々への対策を行う 

  選択・集中テーマ①：命が危ぶまれる災害時要援護者*への対策を進める 

  選択・集中テーマ②：命が危ぶまれる観光客への対策を進める 

Ⅴ 発災後 72時間の救助力･輸送力を強化する 

  選択・集中テーマ①：命をつなぐ「災害対策本部機能･体制」を強化する 

  選択・集中テーマ②：命をつなぐ「緊急輸送・拠点機能」を確保する 

Ⅵ 命をつなぎとめるための災害医療機能を強化する 

  選択・集中テーマ：命をつなぐ「災害医療体制」を構築する 

Ⅶ 県民生活の再建復興への準備を進める 

  選択・集中テーマ：被災者の生活再建を早める復興プロセスを事前に構

築する 
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さらに、「みえ県民力ビジョン」の選択・集中プログラムとして「命を守る緊急

減災プロジェクト」を位置づけ、重点的に取り組んできたことから、着実な進

捗が図られているところです。 

 

一方で、個人住宅における耐震化率は、平成 24 年度末時点で 83.7％にとど

まっています。 

さらに、「平成 25 年度防災に関する県民意識調査*」の結果では、耐震診断や

耐震補強工事の補助対象となる「昭和 56 年５月以前に着工・建築された木造の

一戸建ての持ち家・借家」について、「耐震診断を受けたことがある」人の割合

は 12.0％であること、そのうち「耐震補強工事を行った」もしくは「建て替え

た」人の割合は 34.0％である反面、「工事を行うつもりはない」人の割合も

28.7％にのぼることが明らかになりました。 

また、家具等の転倒防止についても、半数近くの 45.0％（平成 24 年度調査で

は 45.8％）の人が「家具類を固定していない」など、対策がまだまだ広がりを

見せていない実態も浮き彫りとなっています。 

 

第１章の「６ 三重県の地震・津波対策の取組方向」の項において、県が直ち

に取り組まなければならない対策の基本は、「過去繰り返し三重県を襲ってきた

南海トラフ地震が次に発生した際、いかにして人的・物的被害を最小限に食い

とめるかということであり、理論上最大クラスの地震への対策は、前者の地震

への対応に万全を期していく延長線上にあるものである。」と述べました。 

今回の地震被害想定調査では、対策の基本となる過去最大クラスの南海トラ

フ地震が発生した場合、県内では○市町で震度○、○市町で震度○、○市町で

震度○が想定され、その結果として、県全体では約○○棟の建物が倒壊、○○

人が倒壊した建物や転倒した家具等により命を落とすと推計しています。この

ように過去最大クラスの地震においても、強い揺れが県全域を襲います。例外

なく県内すべての地域において、この揺れに対する万全の備えを進めていかな

ければなりません。 

 

今、この瞬間に大地震が発生した場合、自宅内の多くの居住者が命を左右す

る危険にさらされるだけでなく、家具の転倒や建物の一部損壊により家に閉じ

込められ、火災に巻き込まれたり津波によって命を落とすこともあります。ま

た、家屋の倒壊は火災の誘発や延焼、道路の閉塞など、消火・救助活動の妨げ

となるおそれもあります。さらに、膨大な怪我人の発生は、災害時の医療活動

に大きな負荷をかけることにもなります。加えて、大量のがれきの発生は復旧

活動の遅れにもつながるなど、二次的・三次的な被害に派生する可能性も高ま

平成 25 年度に取り組んでいる県地震被害想定調査の結果

がまとまった段階で、文章・数値等を差替・修正。 
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ります。 

さまざまな分野にまたがる防災対策の中でも、家庭における耐震対策は、自

分や家族を守ることに加え、発災時に地域の災害対応力をいかんなく発揮する

上でも必要不可欠な対策であり、すべての防災対策の大前提となるものです。 
 家庭における耐震対策の進展なくして、本県の防災対策は進みません。「緊急

地震対策行動計画」の策定以降、あらゆる防災啓発の場面において本県が力説

してきたこの対策に、引き続き注力して取り組んでいく必要があります。 
 

２ 取組方針 

 

 家庭における耐震対策を進めるにあたって、住宅の耐震化と家具等の転倒防

止は双璧をなす取組です。 

住宅の耐震化については、引き続き、木造住宅の耐震診断や補強工事等に対

する補助を行うとともに、診断がまだの方への戸別訪問、診断を終えた方への

耐震補強相談会を市町や建築関係技術者と連携して実施するなど、現在約 11 万

戸と推計される未耐震化住宅を減らしていきます。 

また、今後の検討課題として、技術的に裏づけされた部分的な耐震改修など

完全な倒壊を避けるための対策についても検討していくことが必要です。経済

的な余裕がない、改修しても長く住めないなどの理由で、特に高齢者等の住宅

の耐震化が進まないのが実態です。少しでも被害の軽減を図ることができるよ

う、国の報告書においても必要性が打ち出されているところであり、住宅に関

わる安全・安心を高めるため、さまざまな切り口から対策を検討していきます。 

次に、家具等の転倒防止については、耐震補強工事と比較し、はるかに経済

的負担は少なく、かつ比較的短時間で対策を講じることが可能な取組です。 

県の政策アドバイザーに就任いただいている関西大学の河田惠昭教授からも、

「さまざまな事情から、直ちに家屋の耐震化を行うことは難しいとしても、せ

めて家具固定を行うなど、県民に何らかの行動を起こさせるための行政からの

強いメッセージが必要である。」とのアドバイスをいただいています。転倒防止

対策に取り組む市町への支援を実施するほか、例えば、「子どもや孫を地震から

守るために」といった切り口での防災啓発を強化するなど、これまでにも増し

て家具固定の必要性を県民の皆さんに強く訴求していくことが必要です。 

さらに、三重県では、「防災ノート*」の活用が、防災教育の現場において進

められています。家庭における耐震対策の重要性を学んだ三重県の子どもたち

が、そのことを家庭で語ること、話し合いが行われること、こうした三重県独

自の取組も組み合わせながら、対策につなげていきます。 
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３ 重点行動項目 

 

① 住宅の耐震化の促進 

② 部分的な耐震改修など高齢者等住宅の安全・安心を高める対策の検討 

③ 家具固定・転倒防止対策の促進 

④ 防災ノート等の活用による防災教育の推進 

 

行動項目 主担当部 

■住宅の耐震化の促進 

住まいとまちの安全性を高めるために、倒壊のおそれのある昭和 56 年

５月 31 日以前に建築された木造住宅について、耐震診断の受診を促進す

るとともに、補強が必要な場合の設計・工事への支援を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

耐震基準を満たした住宅の割合 83.7% 90.0% 92.0% 

 
 

県土整備部 

(他の取組主体） 

県民 

市町 

■部分的な耐震改修など高齢者等住宅の安全・安心を高める対策の検討 

主に経費面の問題から、建替や家全体の耐震化に取り組めず、安全・

安心が確保できていない高齢者等の住宅について、その安全性を高める

ための対策が促進されるよう、部分的な耐震改修などさまざまな切り口

から対策を検討し、方針をとりまとめる。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

高齢者等住宅の安全・安心を高め

るための方針策定 
－ 策定完了 － 

 
 

防災対策部 

県土整備部 

(他の取組主体） 

市町 

■家具固定、転倒防止対策の促進  

家具の転倒や散乱などによりケガを負うことがないよう啓発を行うと

ともに、市町の取組の支援を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

取組支援市町数 29 市町/年 29 市町/年 29 市町/年 

 
 

防災対策部 

(他の取組主体） 

市町 
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県では、「緊急地震対策行動計画」において、津波ハザードマップ*の作成・

更新、津波避難施設*の設置、津波避難訓練の実施など、さまざまな避難対策に

取り組んできました。 

具体的な取組として、地域減災対策推進事業（地域減災力強化推進補助金）

では、津波避難路の整備、津波避難ビルへの外付け階段の設置、津波避難タワ

ー*の整備など、市町が主体的に取り組む津波避難対策に対して積極的な支援を

行っています。 

第１章の「４ 三重県緊急地震対策行動計画の成果と課題」の項でも触れまし

たが、震災後、地域の住民が自分たちの手で整備した避難路に対して、行政が

手すりを設置して、住民の避難行動を支援するといった先進的な事例も出てき

ました。 

また、県が、市町や関係機関と連携して取り組む総合防災訓練では、平成 24

年度から、住民参加による避難訓練を取り入れて実施しています（平成 24 年９

月；鈴鹿市、同年 11月；鳥羽市、平成 25年９月；熊野市・御浜町・紀宝町）。 

このうち、例えば、鈴鹿市の訓練では、地元住民とともに、聴覚障がい、視

覚障がいをお持ちの方、車いすの方、さらには外国人の方々など、多くの住民

の皆さんに参加していただき、約２km の道のりを皆で歩くという避難訓練を実

施しました。 

また、沿岸部の市町、さらには学校においても、震災を機に、避難訓練が盛

んに行われています。「平成 24 年度学校防災取組状況調査」によれば、小・

中・県立学校において、地震避難訓練が 1,329 回（平成 23 年度は 1,190 回）、

津波避難訓練が 540 回（平成 23 年度は 446 回）実施されるなど、前年度からの

増加が見られました。 

さらに、平成 24 年度には、前述した伊勢湾沿岸部と熊野灘沿岸部の津波到達

時間の差に着目して伊勢市二見町と熊野市有馬町を選定し、「津波避難に関する

三重県モデル*」の実証事業に取り組みました。その取組の中で、地勢や人口構

成など地域の実情に応じた津波避難計画を住民一人ひとりが自らの手で作るこ

との必要性を訴え、この津波避難計画を「Ｍｙまっぷラン*」と名づけたところ

です。 

ここにおいて最も重要なことは、取組の主体は、地域と住民であるというこ

とです。「行政によるお仕着せではなく、住民一人ひとりが自ら考え、自らが作

成し、自らが行動する」、これが基本スタンスです。行政（県と市町）に求めら

れるのは、地域や住民の自主的な取組が促進されるよう、支援する側としての

姿勢です。 
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 しかし、三重県の沿岸部を眺めたとき、伊勢湾沿岸部と熊野灘沿岸部に二分

するだけでは整理できない、言い換えれば「Ｍｙまっぷラン」を活用した津波

避難の取組だけでは、どうしても解決できない課題もあります。 

濃尾平野の一部を形成する県北部には、海抜ゼロメートル地帯が広がってい

ます。この地域は、津波到達までの時間的猶予はあるものの、地震の揺れや液

状化*により河川堤防が壊れると、津波が来る前に一気に浸水が始まることが危

惧されています。したがって、自分が住むまちの中では安全な場所が確保でき

ず、市町境を越えての広域避難が必要となる可能性が高く、そのための避難方

法とともに、避難者の受入態勢の整備など検討すべき困難な課題を抱えていま

す。関係市町等と協議しながら対策を講ずる必要があります。 

 いずれにせよ、こうした津波避難対策は、「命を守り抜く」という観点から、

理論上最大クラスの南海トラフ地震に伴う津波を想定して対策を進めることに

より、「より遠くまで逃げることをあきらめない」、そして「最後の最後まで命

が助かることをあきらめない」ことにつなげていくことが必要です。 

 

また、避難行動をより確実なものとしていくためには、過去、繰り返し襲っ

てきた歴史津波の痕跡などを知ることも重要です。ここまでは津波は来ないだ

ろうとの思い込みが、東日本大震災では、大きな犠牲につながる要因の一つと

なりました。 

そこで、今回の地震被害想定調査においては、被害想定に加え、本県沿岸部

に押し寄せた津波の歴史記録及び痕跡等についての調査も実施しました。今後、

こうした過去の津波遺産等を、地域での防災啓発や学校での防災教育に生かし

ていくことが必要です。 

 

さらに、津波避難対策は言うまでもなくソフト対策だけでは十分ではありま

せん。100％完璧な防御は困難だとしても、海岸保全施設の整備等のハード対策

を加えることにより、逃げるための時間を１分１秒でも長く確保するなどして、

避難行動をバックアップしていくことが重要です。この場合、ハード対策の前

提となるのは、これまで述べてきたとおり、過去最大クラスの地震・津波です。

理論上最大クラスの地震がもたらす津波を前提としたソフト対策に、このハー

ド対策を効果的に組み合わせることにより、総合的な対策に取り組んでいくこ

とが必要です。 
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２ 取組方針 

 

国の報告書では、津波対策の目標は「津波から『命を守る』こと」とした上

で、最も重要なことは、「一人ひとりが主体的に迅速に適切に避難すること」で

あると述べています。 

そこで、平成 24 年度に実証事業として実施した「津波避難に関する三重県モ

デル」の取組が、市町や地域において広く展開されるよう、地域防災総合事務

所・地域活性化局と連携し、市町に対して取組の意義や必要性について、繰り

返し説明をし、取組の水平展開が図られるように努めます。また、地域や住民

の皆さんに対しては、自主防災組織*リーダー研修や出前トーク等において、取

組の基本的なスタンスを説明するなど具体的な働きかけをしていきます。一方、

既に取組が始まっている地域については、実践的なワークショップ等を通じて、

積極的な支援を行っていきます。 

海抜ゼロメートル地帯における避難のあり方については、関係市町を含めた

広域的な枠組みでの協議を重ねることにより、具体的な対策を検討していく必

要があります。「県と市町における災害時広域支援体制構築連携会議」を活用し、

県と市町の広域的な応援・受援体制の整備を進めていく中で、広域避難の活動

方針、活動要領等についての検討を行います。また、広域かつ大規模となる住

民の避難行動を支援する方策として、バスを移送手段とした避難方法について、

バス事業者との協定の締結、バスを用いた広域避難の実証実験の実施など検討

を進めていきます。 

次に、熊野灘沿岸部を中心として、各地に建立された津波到達点を表した碑

や津波供養塔は、過去に津波が到達したことを示す貴重な歴史遺産です。また、

市町村史をはじめとする史料には、当時の被害の様相を伝える貴重な記録が残

されています。地域に残された過去の津波痕跡や教訓を防災啓発素材として活

用し、県民の皆さんへの意識啓発に取り組んでいきます。 

なお、選択・集中テーマの中でも、前述した「住宅の耐震化」と本項で述べ

ている「津波避難」、この２つは「緊急地震対策行動計画」から引き継ぐ、基本

的かつ最重要の課題、そして将来にわたって永続的に取り組むべき課題です。

そのため、「防災教育を通じて、次世代の防災の担い手を育てる」の項において

も後述しますが、「防災ノート」を活用するなど、学校、家庭における防災教育

にも力を入れることにより、住民一人ひとりが主体となった津波避難の取組を

進めていきます。 

最後に、ハード対策については、国の報告書においても、「海岸保全施設等の

ハード対策や確実な情報伝達等のソフト対策はすべて素早い避難の確保を後押

しする対策として位置づけるべきものである。」とし、さらに「海岸管理者等は、
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既存の海岸堤防等について、津波到達前に機能を損なうことがないよう、耐震

対策を行う必要がある。」と、対策の必要性を指摘しています。海岸堤防や河川

堤防について、脆弱箇所の計画的な補強対策や耐震対策に取り組んでいきます。 

 

３ 重点行動項目 

 

① 津波避難に関する三重県モデルの促進 

② 海抜ゼロメートル地帯等における広域避難体制の検討 

③ 大規模移送にかかるバス事業者との協定の締結 

④ 地域の津波遺産継承のための過去の津波痕跡・教訓の発掘 

⑤ 防災ノート等の活用による防災教育の推進（再掲） 

⑥ 海岸堤防における地震・津波対策の推進 

⑦ 河川堤防における地震・津波対策の推進 

 

行動項目 主担当部 

■津波避難に関する三重県モデルの促進  

住民一人ひとりが作成する「Ｍｙまっぷラン」等を活用し、地域全体

での津波避難計画づくりへの支援を行うことにより、地域における津波

避難体制の整備を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

「Ｍｙまっぷラン」等取組市町数 ４市町 19 市町 19 市町 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

市町 

■海抜ゼロメートル地帯等における広域避難体制の検討 

県北部に広がる海抜ゼロメートル地帯では、津波発生時、市町境を越

えての広域避難が必要となる可能性が高いことから、広域避難体制のあ

り方や手続きなどの検討を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

広域避難に関する具体的な活動

内容を記した活動要領の作成 
－ 作成完了 － 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 
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行動項目 主担当部 

■大規模移送にかかるバス事業者との協定の締結 

観光客等帰宅困難者*や避難者の大規模移送に対応するため、バス事業

者等と協定を締結するなど、災害時における輸送手段の確保を図る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

バス事業者等との協定の締結 － 締結完了 － 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

事業者 

■地域の津波遺産継承のための過去の津波痕跡・教訓の発掘 

過去の津波痕跡や教訓を発掘し、県民への意識啓発、地域での継承に

活用するため、啓発素材等を作成する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

啓発素材作成件数（累計） － ２件 ５件 

  

防災対策部 

 

■防災ノート等の活用による防災教育の推進（再掲） 

公立小中学校及び県立学校の児童生徒を対象に防災ノート等を活用し

た防災教育を実施する。また、私立学校についても、積極的な活用を促

していく。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

防災ノート等を活用した防災教育

を実施している公立学校の割合 
98.3% 100% 100% 

  

教育委員会 

環境生活部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 

■海岸堤防における地震・津波対策の推進 

大規模地震発生時の津波からの被害軽減を図るため、海岸堤防等の海

岸保全施設について、脆弱箇所の補強対策及び耐震対策を実施するとと

もに、必要な整備を進める。 

さらに、地震被害想定調査において設定される海岸部における津波高

等をもとに、津波対策の検討を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

農地・漁港海岸保全施設等整備

延長（累計） 
1,983m 4,134m 4,604m 

脆弱化した海岸堤防の補強対策

箇所（累計） 
55 箇所 200 箇所 200 箇所 

  

農林水産部 

県土整備部 
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そこで、これまでに育成してきた防災人材が核となって、周囲の人々の意識

に訴える、周囲の人々を活動に誘う、周囲の人々とともに行動するなど、具体

的な活動を通じて、県民の皆さんの「防災意識」を高め、「防災行動」へと結び

つけていくことが重要となります。 

「津波避難に関する三重県モデル」や「避難所運営マニュアルの策定」の取

組についても、コーディネーターやさきもり等の防災人材が主体となって、県

内各地域への水平展開を図っていく、そうした仕組みを構築する必要がありま

す。 

 

さらに、防災人材という視点で見れば、地域だけでなく、例えば大学等にお

いても、すでにそれぞれの専門分野をもつ研究者が防災分野において活躍され

ています。 

実際、学校や地域における防災の取組は、三重大学の研究者に多くの役割を

担っていただき支えられている、という面があります。 

このように、県内には地域や大学に多くの人材や研究者、加えて防災意識の

向上や防災行動の促進に資するさまざまな研究成果や資料、資源等があります

が、現状として、こうしたリソースを十分に生かしきれているとは言えません。

防災人材の育成と活用、新たな人材資源の発掘と活用、さらに防災人材の連携

と交流等、リソースを生かした施策展開ができるための新たな枠組みを構築す

ることが必要です。 

 

なお、地域防災の重要な一翼を担っているのが、企業です。 

企業に勤める働き盛りの従業員や、堅牢な事業所の建物、保有するさまざま

な資機材等は、発災時に大きな力となります。加えて、県内には約 800 軒の宿

泊施設が立地し、宿泊可能人員は６万人近くにのぼるなど、その収容力の高さ

や施設の備蓄等は大きな支えになると考えられます。地域防災において、企業

が果たすべき役割や責務についての理解を促進するため、企業防災人材の育成

についても取り組んでいく必要があります。 

県内には、企業防災力の強化、発災時における企業と地域・行政の相互支援

等を目的として、「みえ企業等防災ネットワーク*」が立ち上がっています。現

在、同ネットワークにおいて、企業防災人材の育成のほか、会員企業のＢＣＰ

策定の支援等を進めており、新たに、地域との連携を強化するための検討も始

まったところです。 

前述した防災人材をはじめ防災に関連するさまざまなリソースの活用等に関

する新たな枠組みにより、同ネットワークの取組を支援するなど、企業におけ

る防災人材が地域の防災力向上に寄与していくための取組も進めていく必要が
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あります。 

 

２ 取組方針 

 

三重県と三重大学が中心となり、①地域防災の担い手として、課題解決能力

を持ち、実践することができる人材の育成、②学校防災に主体的に取り組むと

ともに、学校と地域を結ぶことができる人材の育成、③災害対応の最前線に立

つ市町職員を対象とした系統的な人材の育成等を行うとともに、こうした人材

の積極的な活用を図る新たな枠組みとして、「みえ防災・減災センター（仮称）」

を設立します。 

同センターを中心として、市町職員、教員、自主防災組織リーダーの研修等

を実施するとともに、直ちに地域、学校、企業等の現場で活躍できる環境を創

出していきます。 

なお、「みえ防災・減災センター（仮称）」は、防災人材の育成・活用だけで

なく、調査研究や防災資料の収集などを行うこととし、県内他大学や他県とも

連携しながら、さまざまなリソースの有効活用をめざします。 

また、東日本大震災では、女性の着替えや洗濯、授乳、トイレ、入浴など避

難所生活における女性への配慮の欠如が、大きな課題とされました。こうした

教訓もふまえ、現在２割程度であるコーディネーターに占める女性比率を高め

るため、女性を中心とした防災人材の育成に取り組み、防災現場における男女

共同参画の促進を図るなど、課題解決に直結する取組を、この新たな枠組みを

活用して進めていきます。 

次に、企業防災人材の育成・活用についても、この枠組みの中で、「みえ企業

等防災ネットワーク」と連携しながら、ＢＣＰの策定支援や地域防災における

企業の役割の検討等を通じて進めていきます。 

さらに、「津波避難に関する三重県モデル」や「避難所運営マニュアルの策定」

の取組については、取組主体である地域や住民を支援できるよう、コーディネ

ーターやさきもり等への実地研修等を実施します。 

 

３ 重点行動項目 

 

① 「みえ防災・減災センター（仮称）」による防災人材等リソースの活用 

② 市町、地域、企業等における防災人材の活動支援 

③ 女性防災人材の育成 

④ 津波避難に関する三重県モデルの促進（再掲） 

⑤ 三重県避難所運営マニュアル策定指針*の活用促進 
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行動項目 主担当部 

■「みえ防災・減災センター（仮称）」による防災人材等リソースの活

用 

三重県と三重大学が中心となって、「みえ防災・減災センター（仮

称）」を創設し、市町や企業、県内他大学との連携・参画を進めながら、

それらを結びつける「防災ハブ機能」を持たせるとともに、他県や国の

研究機関等とも連携し、県内外のリソースを集結して「シンクタンク機

能」も持たせながら、防災人材の育成と活用、調査研究、情報の収集と

発信、地域・企業支援等に取り組む。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

新たに育成した人材が地域等を支

援した回数 
－ ３回/年 ３回/年 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 

■市町、地域、企業等における防災人材の活動支援  

地域の防災・減災取組に関するニーズと防災人材を結びつける場を設

けるとともに、ＯＪＴにより育成した防災人材のフォローアップ、スキ

ルアップを支援し、地域での活躍に結びつける。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

研修会開催回数 ３回/年 ３回/年 ３回/年 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 

■女性防災人材の育成 

主に女性が中心となって活躍している専門職の職員や地域で先導的立

場にある女性を対象として、それぞれの職場や避難所運営の防災現場な

ど、さまざまな場面において、女性の視点で主体的に活動し、リーダー

シップを発揮できる人材を育成するとともに、育成した人材のネットワ

ークを構築し、相互の連携と継続的な活動を支援する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

育成人数（累計） 53 人 230 人 350 人 

  

防災対策部 
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行動項目 主担当部 

■津波避難に関する三重県モデルの促進（再掲） 

住民一人ひとりが作成する「Ｍｙまっぷラン」等を活用し、地域全体

での津波避難計画づくりへの支援を行うことにより、地域における津波

避難体制の整備を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

「Ｍｙまっぷラン」等取組市町数 ４市町 19 市町 19 市町 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

市町 

■三重県避難所運営マニュアル策定指針の活用促進 

東日本大震災の教訓をふまえ、さまざまな避難者に対応するため、平

成 24 年度に改定した「三重県避難所運営マニュアル策定指針」の活用促

進を図る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

取組市町数 － 15 市町 29 市町 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 
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選択・集中テーマ② 「防災教育を通じて、次世代の防災の担い手を育てる」 

 

１ 現状と課題 

 

東日本大震災では、改めて防災教育の大切さが明らかになりました。 

多くの犠牲者が出た一方で、日頃の防災教育の積み重ねにより、津波から生

き延びることができた児童生徒の避難事例も多く報告されています。 

南海トラフ沿いでは、過去概ね 100 年から 150 年の周期で繰り返し、地震、

それに伴う津波が発生してきました。このように人の一生のスパンを超える頻

度で発生する大規模災害に正しく対応するためには、長期的な視野を持ち、震

災の教訓、そして防災教育で学んだことを、親から子へ、子から孫へと、継承

していくことが重要です。 

防災教育を受けた、三重の子どもたちが、10 年、15 年経って大人となり、自

分自身が地域防災の担い手として活躍・貢献するようになったとき、また、親

として自分たちの子どもの世代に防災教育の教えや学びを引き継いでいくよう

になったとき、「防災の日常化」のあるべき姿がようやく実現したと言えるので

はないかと思います。 

前述の「防災人材が地域で活躍するための対策を進める」における取組を、

いわば「防災人材の水平展開」とすれば、本項のテーマ「防災教育を通じて、

次世代の防災の担い手を育てる」における取組は、「防災人材の垂直展開」と呼

ぶことができるでしょう。 

 

三重県では、東日本大震災の発生を受け、学校における防災対策・防災教育

を根本的に見直すため、平成 23 年 12 月に、「三重県の学校における今後の防災

対策・防災教育の在り方について＜指針＞ 」をまとめました。 

この指針では、「災害発生時に備えた教職員の育成」、「防災教育の充実」、「地

域との連携」など、学校における防災対策・防災教育に取り組んでいくための

課題を分類しました。そして、それぞれの課題に対して、見直しや取組の強化

を行う等、具体的な取組を進めているところです。 

 

学校防災の取組を強力に推進していくためには、教職員の防災に対する意識

の向上、災害発生時の教職員の役割分担、学校防災に取り組んでいくための体

制づくりなど、それぞれの学校が主体的に活動を展開していくことが重要です。 

そこで、平成 24 年度から、すべての公立小中学校、県立学校を対象として、

専門的な防災の知識やスキルを持つ学校防災のリーダーとなる教職員の養成に
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取り組んでいます。この学校防災リーダー*を中心として、学校現場での取組を

進めていくことが必要です。 

次に、児童生徒に対する防災教育については、従前より、防災教育副読本や

防災教育用ビデオの作成・配布など、一定の取組を進めてきました。しかし、

東日本大震災が発生し、その甚大な被害を目の当たりにしたとき、従前の取組

ではあまりに不十分であることを痛感したことから、改めて急務の課題として、

県内すべての児童生徒に防災教育を実施するため、平成 24 年２月に、三重県独

自の防災教育の教材として「防災ノート」を作成し、県内の私立学校を含むす

べての学校に対して配布を行ったところです。 

この「防災ノート」は、①児童生徒が、地震及び津波による危険や避難方法、

家庭での防災対策を知り、自らの命を守るためにはどうすればよいかを考え、

行動する力を育成すること、②児童生徒と保護者がともに家庭で防災ノートに

取り組むことにより、家族の防災意識の向上と家庭の防災対策の充実を図るこ

と、この２点を目的としています。 

引き続き、「防災ノート」を活用した防災教育の充実が図られるよう取り組み、

三重県の重要な防災対策の一つとして、しっかりと定着させる必要があります。 

学校と地域との連携については、「平成 24 年度学校防災取組状況調査」の結

果によれば、地域と連携した取組を実施した学校は全体の 64.9％であり、平成

23 年度と比較して 9.0 ポイント上昇しました。自主防災組織や自治会など地域

と連携した取組を進める学校が増えてきています。 

防災教育が行われる場所は、学校だけではありません。というより、学校だ

けでは真の防災教育はできません。引き続き、家庭や地域とも連携して防災教

育に取り組んでいくことが必要です。 

なお、三重県では、学校における防災の考え方をはじめ、平常時に行ってお

くべき備え、災害発生時の対応、避難所として学校が果たすべき役割、こころ

のケアなど、平常時、災害発生時、そして学校再開・復旧に至るまでを内容と

した「学校における防災の手引き」が平成 22年３月に策定されています。 

東日本大震災の発生を受けて、今後、この手引きについても、見直し・改訂

を進めていく必要があります。 

 

２ 取組方針 

 

学校における防災対策・防災教育を推進するため、学校防災リーダーの養成

については、異動等に伴い不在となった学校を対象に、新しいリーダーの養成

に取り組むほか、これまで養成してきたリーダーのスキルアップにも取り組ん

でいきます。 
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「防災ノート」等を活用した防災教育の推進については、防災学習をより効

果的に実施するため、今までの取組の成果や課題、学校からの改善要望等をふ

まえて内容の見直しを行うなど、必要な取組を進めていきます。 

学校と地域が連携した取組については、国の報告書においても、具体的に実

施すべき対策として、「児童生徒等による地域防災活動への参画や学校と地域と

の連携を促進する必要がある。」と位置づけています。引き続き、学校・家庭・

地域の連携による防災対策を促進するため、保護者や地域住民等との合同の避

難訓練や防災学習の実施など支援を行っていきます。 

そのために、テーマ「防災人材が地域で活躍するための対策を進める」の項

で述べた「みえ防災・減災センター（仮称）」において、「防災ノート」と「Ｍ

ｙまっぷラン」の円滑な連携が図られる仕組みを構築します。 

また、「学校における防災の手引き」を活用した取組については、今回の地震

被害想定調査の結果等をふまえ、現行の手引きの抜本的な見直し・改訂に取り

組むとともに、各小中学校・県立学校での活用に向けた働きかけを実施してい

きます。 

 

３ 重点行動項目 

 

① 学校防災リーダーの養成 

② 防災ノート等の活用による防災教育の推進（再掲） 

③ 防災に関する学校と地域との連携の推進 

④ 「学校における防災の手引」の活用 

 

行動項目 主担当部 

■学校防災リーダーの養成 

公立小中学校及び県立学校に、防災に関する知識、能力を持った教職

員を各校１名以上配置し、中核となり、防災教育に取り組む。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

学校防災のリーダーが中核となり

防災に取り組んでいる学校の割合 
99.7% 100% 100% 

  

教育委員会 

(他の取組主体） 

市町 
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行動項目 主担当部 

■防災ノート等の活用による防災教育の推進（再掲） 

公立小中学校及び県立学校の児童生徒を対象に防災ノート等を活用し

た防災教育を実施する。また、私立学校についても、積極的な活用を促

していく。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

防災ノート等を活用した防災教育

を実施している公立学校の割合 
98.3% 100% 100% 

  

教育委員会 

環境生活部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 

■防災に関する学校と地域との連携の推進 

公立小中学校及び県立学校において、保護者や地域住民等との合同の

避難訓練、避難経路の確認、登下校時の児童生徒の安全確保等の取組を

進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

地域と連携した避難訓練等を実施

している学校の割合 
64.9% 100% 100% 

  

教育委員会 

(他の取組主体） 

県民 

市町 

■「学校における防災の手引」の活用 

地震･津波、風水害への備え及び対応、防災教育のあり方などを示した

「学校における防災の手引」の見直し・改訂を行うとともに、県立学校

や各市町教育委員会に活用を働きかける。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

「学校における防災の手引」の活

用の働きかけ 

－ 29 市町/年 29 市町/年 

－ 全県立学校/年 全県立学校/年 

  

教育委員会 

(他の取組主体） 

市町 
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や掃除の時間等）も、目や耳が不自由である場合、十分に伝わりません。必要

な支援が受けられないまま、避難生活の中で体調が悪くなるなど、場合によっ

ては震災関連死につながる危険性が高まり、せっかく助かった命をつなぎとめ

ることができなくなります。 

 

また、障がい者や後述する高齢者等の避難支援において直面する課題として、

これまでは個人情報の取り扱いという大きな障壁がありました。 

例えば、災害時要援護者対策において先進的な取組を進めている伊勢市では、

援護を要する障がい者や高齢者等から、事前に同意を得た上で、必要な個人情

報の提供を受ける仕組みを構築し、三重県聴覚障害者支援センター（以下「支

援センター」という。）との間で「災害時における聴覚障がい者支援に関する協

定」を締結しています。こういった手続きを経て、災害時に、同市は支援セン

ターに対して災害時要援護者登録台帳(聴覚の部位に障がいを有する者)の写し

を提供し、支援センターは聴覚障がい者の安否確認及び避難所支援等を実施す

ることが可能となりました。 

これまで個人情報保護のハードルを越えるためには、このような市町の創意

工夫が必要とされましたが、平成 25 年６月に災害対策基本法の改正が行われま

した。この法改正により、災害時要援護者のうち、特に避難行動に課題がある

「避難行動要支援者」（災害対策基本法第 49 条）について、各市町村に名簿の

作成が義務づけられるとともに、名簿作成や活用の際の個人情報の取り扱い要

件が緩和されました。 

障がい者や高齢者等の避難について、自主防災組織や消防団*、地域住民等で

支援する体制を構築しようとしても、名簿の整備、支援者との共有が思うよう

にできず、取組が進んでいかない地域がありましたが、これを解消できる環境

がようやく整いつつあります。 

 

しかしながら、一方で実際の避難支援に際しては、支援者の確保などの課題

も残されています。「支援する人がいない」、「支援する人が決まっていても、必

ずその人が支援できるとは限らない」という声、さらに、支援にあたっては専

門的な知識やケアが必要とされる場合があり、「障がいの種別や度合いがさまざ

まで、そもそもどうやって避難させるのかが分からないし、決められない」と

いった声も、地域からは聞かれます。支援者が避難支援に時間を要し、障がい

者とともに逃げ遅れて犠牲になるような事態が生じることも懸念されています。 

また、要援護者の避難支援を補助するための支援用具の存在も重要です。県

では、けん引式車いす補助具の啓発に企業と連携して取り組むなど、支援者の

ための補助具の開拓を進めていますが、このような開発はまだ始まったばかり
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齢者特有の生活必需品や補助器具類の確保などが、命をつなぐために必要とな

ります。 

また、比較的健康な高齢者でも、住み慣れた自宅から離れた生活が長く続い

た場合は、心身にストレスがかかって体調が悪化するなど、震災関連死につな

がる危険性が高まります。 

  

このような現状と課題がある一方、本県では、高齢者を災害時要援護者にし

ない取組が全国に先駆けて始まっています。高齢者の津波避難における課題は

避難に要する時間です。特に津波到達時間の短い地域では、いかに早く、遠く、

高く逃げられるかが生死を分けます。県南部の南伊勢町や紀北町では、三重大

学の支援を受けて、高齢者の健康づくり、体力づくりを進めることで、結果的

に津波避難に要する時間を短くするという取組を進めています。「高齢者対策＝

防災対策」という発想です。こうした先進的な取組は、積極的にＰＲし他の市

町にも広げていく必要があると考えています。 

 

(３)外国人住民 

これまでの震災の教訓から、外国人住民は、日本語が十分に理解できないた

めに津波警報等の意味が分からず、避難行動に困難や支障をきたすことが課題

とされてきました。また、震災後に東京都がまとめた「災害時における外国人

への情報提供報告」では、外国人住民の約４割が来日まで地震未体験であり、

日本語や日本の生活習慣にある程度慣れた人でも、その多くがパニックに陥り

発災時にどうすればよいか分からなかったという、新たな課題が提起されてい

ます。 

本県においても、平成 24 年 9 月に鈴鹿市で実施した総合防災訓練に参加した

外国人住民からは、「『ＴＳＵＮＡＭＩ』という言葉を初めて知った」という声

を聞きましたし、平成 25 年 11 月に鳥羽市で行われた夜間避難訓練では、参加

した市内在住の外国人から、「『高台』は、高いところという意味だと分かった」

との声も聞かれました。 

また、被害を逃れた後の避難所等での生活においても、外国人住民への情報

伝達には配慮が必要です。特有の文化・生活習慣を持つ外国人と、避難所運営

の管理者や他の日本人避難者との間で、共同生活でのルールやマナーをめぐり、

トラブルが発生したことが過去には起きています。これらの教訓を受け、本県

では、避難所での外国人とのコミュニケーションツールとなる、「避難所情報伝

達キット-絵表示・多言語-つ･た･わ･るキット」を開発し、その普及に努めてい

るところです。 

岩手、宮城、福島県の外国人登録者数が約 32,000 人だったのに対し、三重県
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には、約 42,000 人の外国人住民が暮らしています。１県で３県の合計を大きく

上回っており、外国人住民に対する防災・減災対策の重要度は高いと言えます。 

 

２ 取組方針 

(１)障がい者・高齢者 

災害時に特別な支援が必要な障がい者や高齢者については、 

①支援が必要な障がい者や高齢者の把握と名簿の作成 

②地域における個別支援計画の策定 

③支援の確実性を高めるための対策 

に取り組むことで、その命を救い、救った命をつなぎとめます。 

具体的には、本県が進めている、Ｍｙまっぷランを活用した「津波避難に関

する三重県モデル」による個別避難計画づくりや、「避難所運営マニュアル策定

指針」を活用した各避難所のマニュアルづくりの中で、要援護者の把握や対応

を検討するとともに、関係団体・ＮＰＯ等と連携して障がい者や高齢者の防災

訓練への参画を促すことで、これら対策の実効性を高めていくこととします。 

また、福祉避難所*の指定や、介護保険施設の相互支援協定の締結を促進する

など、障がい者施設や高齢者施設等の理解・協力を得ながら、重度の要援護者

への対策を講じます。 

そして、これらの取組が円滑に実施されるよう、自主防災組織や消防団、地

域住民等に障がい者の障がい特性を理解いただくための研修を実施することで、

災害時に支援を行う際の対応力を高めます。 

さらに、例えば、けん引式車いす補助具やハンモック型の運搬具など、要援

護者の避難支援を補助するための支援用具について、避難訓練での試行やシン

ポジウムでの展示など、さまざまな機会を捉えた普及啓発により利用促進を図

ります。また、新たな支援用具の開発についても「みえ防災・減災センター

（仮称）」と連携して県内企業等に公募するなど、研究・開発を促進させるため

の取組を進めます。 

 

(２)外国人住民 

外国人住民については、災害時に特別な支援を必要とする外国人を可能な限

り減らすことを目的として、多言語による啓発や情報提供をはじめとする平時

からの事前対策に、市町や企業、関係団体と連携して取り組んでいきます。 

また、大規模災害が発生した際、本県では、三重県国際交流財団との協定に

基づき、外国人住民への災害情報の提供や相談窓口等の役割を担う、「みえ災害

時多言語支援センター」が設置されることとなります。支援を必要とする外国

人住民への対策を円滑に進めるため、引き続き、「避難所情報伝達キット-絵表
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示・多言語-つ･た･わ･るキット」の定着促進を図るとともに、新たなコンテン

ツの開発や訓練等の取組を関係団体やＮＰＯ等と連携して進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点行動項目 

(１)障がい者・高齢者 

① 災害時要援護者の個別支援計画作成の促進 

② 福祉避難所の指定等の促進 

③ 介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設）の相互支援協定

の締結促進 

④ 災害時における障がい者の障がい特性についての理解を促進させる研修の

実施 

⑤ 災害時要援護者支援用具等の利用促進及び新たな支援用具等の研究・開発

促進 

 

行動項目 主担当部 

■災害時要援護者の個別支援計画作成の促進 

市町の災害時要援護者個別支援計画*が早期に完成するよう、支援を行

う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

作成済市町数 ８市町 14 市町 29 市町 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

市町 

〇本編における災害時要援護者について 
災害時要援護者の定義は、日本赤十字社「災害時要援護者対策ガイド

ライン」にあるとおり、一般的には、①心身障がい者、②認知症や体力

的に衰えのある高齢者、③乳幼児 ④日本語の理解が十分でない外国

人、⑤妊産婦や傷病者と広く解釈されますが、本編では、対象を特に発

災直後に特別な支援が必要な障がい者、高齢者、外国人住民に絞って記

載しています。 
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行動項目 主担当部 

■福祉避難所の指定等の促進 

市町における福祉避難所の指定、社会福祉施設等との協定締結、福祉

避難所の代替となる災害時要援護者の避難場所の確保を促進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

福祉避難所または代替避難場所

確保市町数 
20 市町 25 市町 29 市町 

  

健康福祉部

(他の取組主体） 

市町 

■介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設）の相互支援

協定の締結推進 

災害時において、施設間で入所者の避難等の相互支援が円滑に行われ

るよう相互支援協定の締結を推進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

働きかけを行った施設の割合 － 100% 100% 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■災害時における障がい者の障がい特性についての理解を促進させる研

修の実施 

自主防災組織や消防団、地域住民等を対象として、災害時要援護者の

当事者自らが講師となった研修を実施するなど、障がい者の障がい特性

についての理解を深めることにより、要援護者を支援する際の対応力を

高める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

研修実施回数 －  １回/年 １回/年 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

■災害時要援護者支援用具等の利用促進及び新たな支援用具等の研究・

開発促進 

けん引式車いす補助具など、災害発生時の要援護者の避難支援を補助

するための支援用具について、避難訓練やシンポジウムなど、さまざま

な機会を捉えた普及啓発により利用促進を図るとともに、「みえ防災・減

災センター（仮称）」と連携して県内企業等における新たな支援用具の研

究・開発を促進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

普及・啓発回数（累計） － 20 件 40 件 

県内企業への公募の実施 － １回/年 １回/年 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 
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(２)外国人住民 

① 外国人住民を対象とした防災啓発の実施 

② 「みえ災害時多言語支援センター」を通じた支援の実施 

③ 避難所情報伝達キット‐絵表示・多言語‐「つ・た・わ・るキット」の活

用促進 

 

行動項目 主担当部 

■外国人住民を対象とした防災啓発の実施 

外国人住民向けの防災訓練を市町、市町国際交流協会、外国人労働者

を雇用する企業等さまざまな主体と連携して実施する。また、こうした

取組を、市町で継続し、日本人住民と外国人住民のより良い関係づくり

や、将来災害時に地域の支援者となりうる外国人住民の育成につなげ

る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

外国人住民を対象とした防災訓練

実施回数 
２回/年 ２回以上/年 ２回以上/年 

  

環境生活部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 

■「みえ災害時多言語支援センター」を通じた支援の実施 

さまざまな主体の連携・協力による「みえ災害時多言語支援センタ

ー」を通じて、多言語による情報提供、外国人住民からの問い合わせへ

の対応等を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

多言語情報提供を想定した図上

訓練の実施回数 
１回/年 １回/年 １回/年 

  

環境生活部 

(他の取組主体） 

市町 

■「避難所情報伝達キット-絵表示・多言語-つ･た･わ･るキット」の活

用促進 

避難所を管理・運営する立場にある行政担当者や自治会及び学校関係

者等と、避難所の運営に関わる避難住民などが、ピクトグラム（絵文

字）や多言語表示シート等を用い、外国人被災者に避難所生活で必要な

基本となる情報（場所やルール等）を伝えるために作成した避難所情報

伝達キットの市町への普及を防災訓練や研修を通じて行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

「避難所情報伝達キット」を活用し

た防災訓練実施回数 
２回/年 ２回/年 ２回/年 

  

環境生活部 

(他の取組主体） 

市町 

 155 



156 第６章 選択･集中テーマ 
 
 

 

選択・集中テーマ② 「命が危ぶまれる観光客への対策を進める」 

 

１ 現状と課題 

 

東日本大震災は、発生が３月初旬と観光客が比較的少ない時期であったこと

から、観光客の被災にかかる、大きな課題は顕在化しませんでした。しかしな

がら、もしも発生時期が観光客の多い時期であったとしたなら、沿岸部におい

て多数の犠牲者が生じただけでなく、交通手段の喪失により、県外からの観光

客が帰宅困難者となって被災地内で滞留し、大きな混乱を招いていたことが予

想されます。 

現在、三重県では、神宮式年遷宮の効果により、伊勢志摩地域を中心に本県

を訪れる観光客が急増しています。平成 25 年に伊勢神宮を訪れた参拝者数は過

去最高だった平成 22 年の 883 万人を大きく超え、前年比 1.7 倍の 1,420 万人に

達するなど、今後も高い水準で推移することが見込まれます。また、若者や家

族連れに人気のテーマパークも多く存在し、年間 1,000 万人を超える国内屈指

の集客力を誇っています。 

このように、本県は我が国有数の観光県であり、仮に南海トラフ地震の発生

時期が観光の繁忙期や週末に重なった場合は、県内に多数の犠牲者や帰宅困難

者が発生する事態が想定されます。 

特に伊勢志摩をはじめとする沿岸部の主要観光地において津波を伴う地震が

発生した場合、避難情報が的確に伝わらず、地理に不案内な観光客の避難行動

に迷いや遅れが生じて、多数の犠牲者が発生する可能性があります。 

また、地震や津波の発生後は、伊勢湾沿いの平野部や東紀州地域の多くの箇

所で道路や鉄道が途絶するとともに、高速道路は、安全点検と救出・救命のた

めの緊急車両の通行を優先させるため、相当期間、一般車両の利用はできなく

なることが想定されます。この結果、移動がままならない観光客は長期間、帰

宅困難者として観光地に留まらざるを得なくなるものと思われます。 

東日本大震災の際、日本三景で知られる宮城県松島町では、役場や観光事業

者による的確な避難誘導、避難所収容、帰宅支援が行われましたが、それでも

約 1,200 人の被災観光客全員が帰宅できたのは、発災４～５日後だといいます。

繁忙期ではなく、観光客が比較的少なかったにもかかわらず、これだけの期間

を要しています。 

特に、先の例に挙げた、多くの観光客が集中する神宮近辺は、宿泊施設が少

ない上に、参拝者には高齢の観光客が多いことも加わって、帰宅困難者対策に

深刻な事態が生じることが想定されます。 
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さらに近年は、交通網の整備により、近隣府県からの日帰りの観光客が増加

しています。これらの府県は、本県同様に南海トラフ地震の発生による甚大な

被害を受けている可能性があることから、自宅等の被害情報を入手できない観

光客、通信の途絶により家族や友人等と連絡が取れない観光客などが早期の帰

宅を求めてパニック状態に陥ることも予想されます。 

 

東日本大震災を経験するまでは、「観光地が表立って防災対策に取り組むと、

『危険な観光地である』という誤った理解を呼んで観光地のイメージダウンに

つながる。」という声が多く聞かれました。 

しかし、今回の震災は、観光地における防災･減災対策の実施を強く求めるこ

ととなりました。 

例えば、本県では、伊勢志摩地域への修学旅行の誘致に積極的に取り組んで

います。誘致に携わる観光関係者によれば、「震災前は、観光資源の魅力の情報

発信が主たるＰＲ要素だった。震災後は、これらの要素に加えて、観光地にお

ける地震・津波対策など安全対策の実施状況を的確に説明できることが、誘致

を働きかける学校や旅行エージェントから本県が修学旅行の適地として選ばれ

るための条件となってきた。」とのことです。 

また、三重県防災会議専門部会「被害想定調査委員会*」の委員を務めていた

だいている名古屋大学の山岡耕春教授は、「風光明媚な風景と災害の危険性は表

裏一体である。安全が確保されている観光地こそが、観光地としての価値を向

上させる。」と指摘しています。 

観光地の安全・安心をＰＲできることが、観光地としてのブランド力を保ち、

観光客を呼び込むための必須の条件になりつつあると言えるのではないでしょ

うか。 

 

県では、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が協働して、観光産

業を地域に密着した産業として大きく育て、本県の観光振興に取り組んでいく

ため、平成 23 年 10 月に「みえの観光振興に関する条例」を公布・施行しまし

た。 

条例の第 19 条では、「観光旅行の安全の確保」として、「県は、観光旅行の安

全の確保を図るため、観光地における防災対策、観光旅行における事故の発生

の防止、観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供等に必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とうたっています。 

東日本大震災では大きく顕在化はしなかったものの、本県の防災・減災対策

において重要な課題である観光客対策、この課題に対して、県や市町の行政機

関、観光事業者、観光関係団体等の関係者が真剣に向き合い、互いに連携して
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観光地の防災・減災対策に取り組む必要があります。 

 

しかしながら、東日本大震災レベルの地震・津波を想定した観光地の防災・

減災対策についての検討や取組は、全国的に見てもまだ緒についたばかりとい

う状況です。 

 

 県内では、震災発生前の平成 18 年より、サーフポイントとして有名な志摩市

の国府海岸を中心として、地元住民とサーファー、海水浴客等の海岸利用者等

が主体となり津波避難訓練を繰り返し実施しているという先進的な取組があり

ます。また、震災後の平成 24 年 11 月には、鳥羽市で実施した防災訓練におい

て、観光地という地域特性を考慮し、観光客の避難誘導を想定した訓練も行わ

れました。 

そうした訓練の実績はあるものの、県内の現状としては、比較的取組が進ん

でいる観光地においても、高い防災意識を有した個々の観光事業者や団体、市

町担当課単位の取組にとどまり、互いに連携して観光地として一体的に防災・

減災対策に取り組める体制づくりには至っておらず、各々が対策を模索してい

る状態ではないかと思われます。そして、観光地における対策をけん引し、中

核となれる人材の育成も喫緊の課題とされています。こうした人材が中心とな

り、市町など地域と連携して、観光客への対応を想定した訓練等を継続して実

施していくことが必要です。 

また、観光客に対する情報提供も重要です。土地勘のない観光客は、例えば、

津波から避難しようとする時、どの方向へ逃げればよいのか、どこへ逃げれば

よいのかが分かりません。また、少しでも早く帰宅しようとする方々にとって

は、道路通行や鉄道運行等にかかる情報が必要となります。避難に役立つ情報

や帰宅支援に役立つ情報などを、さまざまな手段によって迅速かつ的確に伝達

するための対策を講じていく必要があります。 

 

２ 取組方針 

 

観光地における防災・減災対策の実効性を高めるための具体的な対策は、観

光事業者、関係団体、地元自治体、地域等が主体的に講じることが前提となる

ものの、観光政策は本県の最重要施策の一つであり、県も広域的な視点から支

援に取り組む必要があります。 
そのため、まずは、各観光地が各々で課題を抱え、対策を模索しているとい

う現状をふまえ、県と市町や各観光地の関係者が密接に連携できる場づくりか

ら始めます。各々が抱える課題を共有し、個別具体的なテーマを設定して、皆
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が一丸となって観光地の防災・減災対策を検討する体制を構築します。 
検討するテーマとしては、例えば、修学旅行の誘致に向けたＰＲ方法や、土

地勘のない観光客の避難を意識した標識等の設置（観光客のための災害リスク

情報の「見える化」）、あるいは、観光客が津波浸水予測図や避難所情報を入手

できる携帯電話アプリの開発など多様な手段により的確な情報提供を行うため

の対策の検討など、さまざまなものが考えられると思います。 

特に、「多くの観光客が集中する観光地」、「高齢者や外国人に人気がある観光

地」、「孤立に近い状況が一定期間継続することが想定される観光地」などから

重点的に働きかけ、連携しながら必要な対策を検討し、対策を講じていきます。 

帰宅困難者対策では、観光客の避難所への受入体制の整備をはじめとする、

地域住民の理解と協力のもとで避難対策を講じることが不可欠であり、地域と

一体的な避難対策の構築を支援します。また、災害時に水道水、トイレ、道路

情報等の提供をしていただける災害時帰宅支援ステーション*の充実のほか、津

波避難の項でも述べたバス事業者等との連携について、観光客対策も視野に入

れた検討も並行して進めるなど、早期の帰宅支援について具体的な対策に取り

組んでいきます。 

さらに、こうした対策を進めるには、やはり各々の観光地において核となっ

て動くことのできる「人」の存在が重要です。「みえ防災・減災センター（仮

称）」とも連携しながら、現地での活動を最前線で担う、観光事業者・観光関係

団体職員等に対する意識の啓発、スキルアップに取り組むとともに、これら人

材が中心となって、市町など地域と連携して観光客の避難に資する訓練が実施

されるよう、取組を促進していきます。 
 

３ 重点行動項目 

 

① 主要観光地の防災対策にかかる課題検討の場づくり 

② 災害時帰宅支援ステーションの協定締結の推進 

③ 大規模移送にかかるバス事業者との協定の締結（再掲） 

④ 観光事業者・観光関係団体を対象とした防災面からの人材育成 

⑤ 観光客への対応を想定した訓練の実施 
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行動項目 主担当部 

■主要観光地の防災対策にかかる課題検討の場づくり 

観光事業者や観光関係団体、市町等が主体的に観光地の防災対策に取

り組むことができるよう、津波からの避難誘導や帰宅支援など観光客の

安全・安心を確保するための課題検討を行う場を設けることにより、具

体的な対策を促進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

検討テーマ数（累計） － ３テーマ ６テーマ 

  

防災対策部 

雇用経済部 

(他の取組主体） 

事業者 

市町 

■災害時帰宅支援ステーションの協定締結の推進 

沿道に拠点を有する事業者との協定締結等により災害時帰宅支援ステ

ーションの充実を図るなど、帰宅困難者の円滑な帰宅を支援する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

協定の締結 協定締結 
協定の 

適正管理 

協定の 

適正管理 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

事業者 

■大規模移送にかかるバス事業者との協定の締結（再掲） 

観光客等帰宅困難者や避難者の大規模移送に対応するため、バス事業

者等と協定を締結するなど、災害時における輸送手段の確保を図る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

バス事業者等との協定の締結 － 締結完了 － 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

事業者 

■観光事業者・観光関係団体を対象とした防災面からの人材育成  

県内観光地の防災・減災対策を促進するため、観光事業者・観光関係

団体の職員を対象として、意識の啓発や知識の習得など人材の育成に取

り組む。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

研修会・セミナー等の開催回数 － ５回/年 ５回/年 

  

防災対策部 

雇用経済部 

(他の取組主体） 

事業者 

市町 
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震や津波に関する情報を収集し、少しでも早く住民に避難のために必要な情報

を伝達し、少しでも早く避難行動を開始できるようにすることが、多くの住民

の「命を救う」ことにつながることから、国において研究・開発が進む、地

震・津波の予測システムや観測監視システムの早期活用を図る必要があります。 

 

２ 取組方針 

 

揺れや津波による被災者の命を一人でも多く救うためには、速やかな意思決

定のもと、発災後 72 時間の救出・救助活動にいかに多くの資源を適切に投入で

きるかが重要な鍵となります。県の災害対策機能を少しでも早く発動させるた

め、あらゆる事態を想定した活動体制及び活動拠点の確保対策を講じるととも

に、各部隊の活動レベルをさまざまな訓練等を通して高めていきます。 

特に、地方災害対策部が設置される庁舎などの重要な防災拠点については、

まずは過去最大クラスの津波においても浸水が想定される庁舎等から代替機能

の検討を始め、その後、理論上最大クラスの津波に対する対応を検討します。

また、大津波警報が発表された場合の職員の配備体制や参集ルールを見直すな

ど、発災初期の防災体制のあり方を再整備します。さらに、災害対策要員とな

る職員自身が、居宅の耐震化や家具固定、食料等備蓄をはじめとする防災対策

に着実に取り組み、率先して「防災の日常化」の定着を図ることとします。 

これら発災初動期の対策の確実性を高めるため、今回の地震被害想定調査結

果を活用し、各部隊活動のマニュアル等の策定や三重県業務継続計画（ＢＣＰ）
*の策定を進めるとともに、明らかになった各々の課題に着実に対応していきま

す。 

災害情報の収集・伝達に関しては、新たな防災情報プラットフォームの構築

による防災情報関連システムの機能強化を図ります。また、少しでも早く津波

からの避難指示*を住民に伝達するため、整備や研究が進められている地震・津

波の予測・観測監視システムを検証し、大学や研究機関等と共同で実用化を図

っていきます。 
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３ 重点行動項目 

 

① 災害対策本部における初動期の機能・体制の確保・強化 

② 津波浸水を考慮した参集のあり方及び災害対策本部代替機能の検討 

③ 職員の防災対策の推進 

④ 三重県業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

⑤ 海底地震観測網を活用した情報の確保 

⑥ 新たな防災情報プラットフォームの構築 

 

行動項目 主担当部 

■災害対策本部における初動期の機能・体制の確保・強化 

初動体制等にかかる災害対策本部活動計画の見直しを行い、災害時に

迅速な対応を行うことができるよう、職員に周知するとともに、その検

証を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

災害対策本部活動計画の見直し － 見直し完了 － 

  

防災対策部 

■津波浸水を考慮した参集のあり方及び災害対策本部代替機能の検討 

夜間や休日での大津波発生を想定し、現在参集先となっている庁舎等

への参集のあり方について検証するとともに、参集困難を想定した暫定

的な代替参集拠点等について検討を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

参集方法と暫定的な代替参集拠

点等について検討・見直し 
－ 検証完了 見直し完了 

  

防災対策部 

■職員の防災対策の推進 

災害時、県職員は災害対策本部の要員としての役割があることから、

その前提として、職員及び職員の家族が被災することのないよう、自宅

の耐震化、家具類の固定化等の取組を率先して進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

耐震対策の状況調査の実施 － 
調査実施 

（26 年度末） 
調査実施 

取組促進に向けた働きかけ － 実施/年 実施/年 

  

防災対策部 

総務部 
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行動項目 主担当部 

■三重県業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

大規模災害発生時における災害対策活動に加え、通常業務のうち継続

または早期復旧の必要がある業務を、非常時優先業務として実施する態

勢を確保するため、三重県業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

計画策定 － 策定完了 － 

  

防災対策部 

■海底地震観測網を活用した情報の確保 

熊野灘に展開されている地震・津波観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）*

等を活用し、大規模地震発生時の災害対策本部活動に資する情報確保に

向けた検討を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

基本構想の策定 － 策定完了 － 

  

防災対策部 

■新たな防災情報プラットフォームの構築 

災害対策本部の活動を支援するとともに、県民に分かりやすい情報を

発信するため、新しい防災情報プラットフォームを構築する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

システムの運用開始 － 
基本計画の 

策定完了 
運用 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

市町 
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選択・集中テーマ② 「命をつなぐ『緊急輸送・拠点機能』を確保する」 

 

１ 現状と課題 

 

 東日本大震災では、沿岸部へのアクセス道路が津波等によって寸断された結

果、被災地内外からの救出・救助活動の本格化が遅れる結果となりました。 

人命救助は発災後 72 時間が限界と言われ、この間における活動展開が極めて

重要となります。迅速な救出・救助活動のためには、被災地へのアクセスを迅

速に確保するとともに、傷病者の十分な治療を行うことができる被災地外の病

院等への後方搬送などが必要となります。 

 南海トラフ地震が発生した場合、県内では、強い揺れや津波によって道路や

橋梁に被害が生じ、緊急輸送が困難となって孤立する地域の発生が懸念されて

います。なかでも、東紀州地域をはじめとする熊野灘沿岸部では、その懸念が

強いものとなっています。 

 

県では、平成８年度に「三重県広域防災拠点*施設基本構想」を策定し、被災

地内外からの応援・支援活動の拠点として、県内を５つのエリアに分け、平成

13 年度の中勢拠点を皮切りに、東紀州拠点、伊勢志摩拠点、伊賀拠点と広域防

災拠点を順次整備してきており、北勢広域防災拠点の整備を唯一残すのみとな

っています。 

広域防災拠点は、災害応急対策活動における空と陸の玄関口でもあります。

これまでに整備が完了した拠点施設は、拠点の運営訓練をはじめ、ヘリコプタ

ーの離着陸訓練や総合防災訓練等に活用され、本県の災害対応力の向上に寄与

してきました。 

そして平成 24 年度には、県防災会議の専門部会として「広域防災拠点等構想

検討委員会」を設置し、今後の広域防災拠点のあり方、北勢拠点の候補地等に

ついて検討を行い、「三重県広域防災拠点施設等基本構想〔改訂版〕」を策定し

たところです。 

 今後、改訂後の「基本構想」に基づき、必要な検討や整備を進めていく必要

があります。 

 

また、これらの拠点施設のほか、県・市町の庁舎など県内各地の防災拠点を

結び、発災直後から必要となる緊急輸送を円滑に実施するため、計画的な道路

整備を進めるとともに、緊急輸送道路*として指定を行っています。これらの道

路は、道路構造そのものの耐震性が確保されているとともに、代替性確保のた
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めにネットワーク化されていることが求められています。現在、県内では、平

成 25 年３月にまとめた「三重県緊急輸送道路ネットワーク計画」において、国、

県、市町及び中日本高速道路株式会社等管理の道路 385 路線、1,744km を指定

しているところです。 

道路整備については、とりわけ東紀州地域において、緊急時の救助・救援を

担う「命の道」として、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路、紀宝バイパス等の幹線

道路及びこれらにアクセスする道路の整備が進められてきており、平成 25 年度

内には一定の事業進捗が図られますが、残された課題として、ミッシングリン

ク*となっている未事業化区間の早期事業化に、引き続き努めていく必要があり

ます。 

 

 さらに、陸路での緊急輸送機能を確保するためには、道路が閉塞した際、が

れき等障害物の除去や段差修正を行う道路啓開*対策も進めていく必要がありま

す。 

これまでに、熊野灘沿岸部における活動展開のため、道路啓開にあたる建設

企業の担当区間を決めた道路啓開マップを策定し、国、市町、建設企業と連携

して同マップに基づく訓練を行うとともに、必要な資材を備蓄する道路啓開基

地*の整備、代替路の確保が困難な箇所について道路構造の強化にも取り組んで

きたところです。引き続き、迅速な道路啓開作業に向けた態勢整備を推進して

いく必要があります。 

 

以上述べたとおり、①広域防災拠点の整備・機能強化、②県南部のミッシン

グリンク解消に向けた取組も含めた緊急輸送にかかる道路整備、③道路啓開を

迅速に実施するための態勢整備、これらは三重県の災害応急対策活動をハード

面から支える重要な対策です。本県の地理的特性も考慮に入れながら、着実に

取組を進めていく必要があります。 

なお、こうしたハード対策が実効的なものとなるためには、これらを活用し

たソフト面での対策も大事です。広域防災拠点を活用した訓練や道路啓開マッ

プ*に基づく訓練の実施については、前述したところですが、緊急輸送に関して

も、業界団体との間で物資等の緊急輸送にかかる協定を締結しているところで

あり、発災時に必要な車両や人員を確実に確保できるよう、平時からの連携を

密にしておくことが重要です。 

 

 また、これらの対策に加え、発災後 72 時間の災害応急対策活動を支えていく

ためには、燃料の確保も必須の対策となります。東日本大震災では、ガソリン

スタンドの損傷等によって緊急車両の燃料補給が困難となる事態が発生しまし
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た。 

こうした反省を生かすため、ガソリンの確保・供給については、現在、資源

エネルギー庁が中心となり、大規模災害時に中核的な役割を担う災害対応型中

核給油所（中核ＳＳ）を選定し、自家発電設備の導入や地下タンクの増強等を

図る取組が進められています。 

 一方、空からの活動を展開するためには、航空燃料の確保・供給にかかる体

制整備が欠かせません。特に陸路の寸断が予想される東紀州地域にあっては、

発災直後は、空路（ヘリコプター）による緊急輸送が極めて重要な手段となる

事態を想定しておく必要があります。 

現在、航空燃料については、ヘリコプターの運航基地である伊勢湾ヘリポー

ト（津市）において供給されていますが、発災時には東紀州地域における緊急

輸送ヘリコプターの効率的な運用が大きな課題となります。ヘリコプターの無

給油での飛行時間は２時間が限界であるため、往復の飛行時間を考慮した場合

（例えば、伊勢湾ヘリポートから熊野までは往復 70 分を要する）、現地での活

動時間は１時間に満たないのが現状です。 

このことに関しては、前述の「基本構想〔改訂版〕」においても、「今後、広

域防災拠点への一定量の燃料備蓄について検討する必要がある。」との提言を受

けているところです。 

さらに、陸路・空路に加え、海上からの救助・搬送活動も視野に入れておく

必要があります。平成 25 年９月に紀南地域を舞台として実施した総合防災訓練、

また、同年 12 月に尾鷲市にて実施された巨大津波対処機関合同訓練では、地域

の孤立化を想定し、自衛隊や海上保安庁等との連携により空と海からの救助・

搬送訓練が行われました。 

東紀州地域での活動を念頭に置き、発災直後から継続して災害応急対策活動

を展開するための対策を進めていく必要があります。 

 

２ 取組方針 

 

広域防災拠点に求められる機能と役割は、被害の様相や地理的特性等によっ

て、拠点毎に異なることから、それぞれの広域防災拠点がより効果的に機能を

発揮し、役割を果たすことができるよう、計画的に必要な整備を進めていく必

要があります。平成 24 年度に改訂した「基本構想」に基づき、北勢拠点の整備

を進めるとともに、整備済の広域防災拠点についても機能拡充を図っていきま

す。 

緊急輸送道路の整備については、災害時に人員や物資などの輸送が確保され

るよう、引き続き、緊急輸送道路に指定されている県管理道路の重点的かつ効
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率的な整備を進めていきます。 

また、県南部のミッシングリンクの解消については、国の報告書においても、

「紀伊半島においては、高規格幹線道路*のミッシングリンクが多数存在するな

ど、道路ネットワークが脆弱であり、交通機能が寸断すれば、多数の集落が孤

立するとともに、復旧・復興に長期間を要するおそれがある。」と指摘していま

す。未事業化区間について、早期事業化に向けた取組を推進します。 

次に、道路啓開対策については、引き続き、道路啓開マップを用いた道路啓

開訓練を実施するとともに、熊野灘沿岸部の県建設事務所管内で道路啓開に必

要な資材を備蓄する道路啓開基地の整備、代替路の確保が困難な箇所が津波に

対して粘り強い構造となるように道路構造の強化に取り組むなど、迅速な道路

啓開の態勢整備を推進していきます。 

これらの取組については、「みえ県民力ビジョン」の選択・集中プログラムの

構成事業としても位置づけられており、本計画においても注力して取り組んで

いきます。 

あわせて、ソフト面での対策として、広域防災拠点の活用については、前述

した訓練等を通じて、また、緊急輸送にかかる車両や人員等の確保については、

総合防災訓練や図上訓練*等に業界団体の参画も求め、それら訓練等を通じて、

連絡・連携体制の構築など準備を進めていきます。 

なお、本項でも既に触れた国の報告書では、緊急輸送・搬送体制の強化のた

め、「全国的視野に立って、道路、港湾施設及び漁港施設の被災等に備え、陸海

空あわせた緊急輸送・搬送活動に関する輸送戦略の作成やこれに基づく実践的

な訓練の実施等により、即時対応力の強化に努める必要がある。」とされていま

す。 

緊急輸送ヘリコプターの燃料確保については、大規模災害時に、情報収集、

人命救助、救急患者搬送、緊急物資輸送など空路からの災害応急対策活動を展

開するため、東紀州（紀南）広域防災拠点において、航空燃料の備蓄貯蔵所の

整備など必要な取組を進めていきます。 

また、海上からの支援活動の受入については、引き続き、総合防災訓練等を

通じて関係機関との連携強化に取り組むことにより、発災後 72 時間の救助力・

輸送力の強化につなげていきます。 

 

３ 重点行動項目 

 

① 広域防災拠点の整備・機能強化 

② 緊急輸送道路の整備 

③ 高速道路のミッシングリンク（未開通区間）の解消 
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④ 道路啓開対策の推進 

⑤ 緊急輸送ヘリコプターの燃料確保 

⑥ 総合防災訓練（実動訓練）の実施 

 

行動項目 主担当部 

■広域防災拠点の整備・機能強化 

「三重県広域防災拠点施設等基本構想〔改訂版〕」に基づき、北勢地域

における広域防災拠点の整備を進めるとともに、県内各拠点の資機材の

整備、拠点を活用した訓練の実施など、機能強化を図る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

北勢拠点の整備 － 造成着手 建設完了 

各拠点の機能強化 － 
整備数量等の 

検討完了 

資機材 

整備完了 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

市町 

■緊急輸送道路の整備 

災害時に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう緊急輸送道

路に指定されている県管理道路の整備を推進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

第１次および第２次緊急輸送道路

に指定されている県管理道路（91

路線）の改良率 

91.2% 94.5% 94.5% 

  

県土整備部 

■高速道路等のミッシングリンク(未開通区間）の解消 

ミッシングリンクとなっている高速道路等の未事業化区間の早期事業

化など、緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を担うとともに、産

業・経済活動を支える高規格幹線道路の整備促進、早期供用に向けた取

組を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

高規格幹線道路の供用延長 216.0km 250.5km 250.5km 

  

県土整備部 

(他の取組主体） 

事業者 
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行動項目 主担当部 

■道路啓開対策の推進 

迅速な道路啓開を展開するため、熊野灘沿岸の建設事務所管内で資材

を備蓄する道路啓開基地の整備を行うとともに、代替路の確保が困難な

箇所が津波に対して粘り強い構造となるように、道路構造を強化する。 

また、国、市町、建設企業と連携した迅速な道路啓開の態勢整備を推

進する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

道路啓開基地の整備（累計） １箇所 12 箇所 12 箇所 

道路構造の強化（累計） ４箇所 20 箇所 20 箇所 

道路啓開訓練の実施 １回/年 １回/年 １回/年 

  

県土整備部 

(他の取組主体） 

事業者 

■緊急輸送ヘリコプターの燃料確保 

災害応急対策初動期の緊急輸送ヘリコプターの継続運用を可能とする

ため、航空燃料の備蓄貯蔵所の整備等を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

広域防災拠点への航空燃料保管 － 
貯蔵庫等

の建設完了 
運用 

  

防災対策部 

■総合防災訓練（実動訓練）の実施 

東日本大震災の課題をふまえ、「訓練でできないことはいざ災害の時に

も絶対にできない」という視点から、住民参加による防災力の向上及び

防災関係機関等相互の連携を強化しつつ、地域課題や重点的に取り組む

べき課題などテーマに応じた実践的な訓練を実施する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

総合防災訓練の実施 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

県民 

事業者 

市町 
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も対応を行い、その結果、約 380 チーム、約 1,800 名のＤＭＡＴ隊員が 12 日間

にわたって活動しました。こうした状況を受け、平成 24 年３月に日本ＤＭＡＴ

活動要領が改正され、ＤＭＡＴ１隊の活動時間は 48 時間を基本としつつ、活動

が１週間など長期間に及ぶ場合は、２次隊、３次隊の追加派遣で対応すること

が明記されました。 

また、通信が困難であったために医療ニーズの把握に困難を来たしたこと、

多数のＤＡＭＴが被災地に入ったことにより派遣調整を行う本部の対応が困難

になったこと等の課題も指摘されています。 

 

被災地において十分な医療機能を継続して確保するために、県外からのＤＭ

ＡＴを中心とした医療スタッフの迅速かつ円滑な受入体制を検討しておく必要

があります。そして、これらの体制を整えるためには、ＥＭＩＳ*が重要な役割

を果たします。 

そうした中、本県では、平成 25 年８月 31 日に行われた内閣府広域医療搬送

訓練、９月１日の県総合防災訓練で行われた医療搬送訓練において、ＥＭＩＳ

の入力に支障があった、県災害対策本部医療本部とＤＭＡＴ調整本部、ＳＣＵ*

本部との情報共有が不十分で連携が上手くいかなかったなど、ＥＭＩＳを含む

情報伝達についての課題が明らかになりました。 

南海トラフ地震が発生した場合、被災地周辺の病院等では、病院施設の被災、

多数の患者の受入れによる混乱が考えられるほか、医薬品や医療スタッフの不

足、また停電、断水等により、治療が困難になる可能性があります。三重県で

は、平時においても医師不足、看護師不足が慢性化しています。このため、災

害が発生した時には、医療従事者の確保が非常に厳しい状況になることが危惧

されます。特に、甚大な津波被災が予想される県南部においては、病院施設の

浸水や、職員の被災及び道路等の寸断による医療従事者の確保困難等により、

病院機能そのものの停止が考えられます。 

このため、県内の病院、特に災害拠点病院*や災害医療支援病院*、二次救急医

療機関*において、耐震対策の実施や、電源、水、医薬品等について、いざとい

うときに機能不全に陥らないように平常時から確保しておく、または、確保で

きる体制を整えておくことが重要になります。 

さらに、必要に応じて病院相互の補完・支援体制の確保など、速やかに救急

医療が始められる体制を検討しておく必要もあります。 

なお、被災地内での治療が困難な患者については、被災地外への搬送が必要

となります。そのための拠点としてＳＣＵが設置されることとなりますが、県

内の設置予定場所（２か所）は、県が平成 23 年度に行った津波浸水予測調査で

は、いずれも浸水予測区域内にあることから、その代替機能についての検討や

平成 25年度に実施している地震被害想定結果をふまえ記述を修正 
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実際にＳＣＵが機能するような備えについて検討しておく必要があります。 

また、これらの急性期の医療確保にあたっては、県内各地域において、医療

機関、医師会や薬剤師会等医療関係団体、消防本部、警察署、市町、保健所等

の関係機関が日頃から連携できる体制を築き、いざという時に迅速に情報を共

有し、スムーズに災害医療体制を築けるようにしておくことも必要です。 

 

次に急性期以降の課題として、東日本大震災では、沿岸部の医療機関が津波

による被害を受け、長期的に、特に慢性疾患患者等に対する医療を提供できな

い状況が続きました。 
そのため、ＪＭＡＴ*、日本赤十字社、国立病院機構等を含む全国の医療機関

からの応援が中長期にわたり実施されました。三重県からは、津波で被災した

県立病院の仮設診療所に３月末から７月末まで約４か月にわたってＪＭＡＴの

身分も兼ねた県の医療救護班として、県内医療機関から医師・看護師等を派遣

しました。 
なお、三重県は幸い迅速に派遣体制を整えることができましたが、他府県で

は派遣する医療チーム等の調整を行う県レベルの組織の立ち上げに時間を要し

たこと、また被災地側においても病院や救護所*への医療救護班の派遣を調整す

る体制を十分に整えられなかったことなど、急性期の医療対応を行ってきたＤ

ＭＡＴ等と医療救護班との引継ぎが円滑にできなかったという報告もあります。 
［図 ＤＭＡＴの派遣状況］ 

 
厚生労働省「東日本大震災におけるＤＭＡＴ活動と今後の課題」 

（内閣府「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会（第２回）」資料）より  
南海トラフ地震が発生した場合、三重県でも、前述したとおり、多くの医療

拠点の活動停止が予想されます。急性期を過ぎれば、徐々に医療機能が回復す

ることも考えられますが、津波で甚大な被害を負った病院や道路の途絶等によ

り孤立した病院では、慢性疾患患者の域外移送等が間に合わず、入院患者等の

対応が必要となることも考えられます。 
また、国の報告書でも指摘されているとおり、避難所等での生活が長期化す
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ると、生活環境の悪化やストレスなどで体調を壊す人の増加や、生活習慣病の

悪化、感染症発生リスクの増大など、震災関連死発生の可能性が高まることか

ら、これらを防ぐ対策も重要です。東日本大震災では、本県からも保健師を継

続して派遣し、避難所での健康相談や被災地の要援護者の保健指導など支援を

実施しました。 
前述してきたことをふまえ、医療救護班の受入体制の検討や地域での災害医

療ネットワークづくりなど、急性期から中長期への医療提供が円滑に移行でき

る体制づくりを進めていくことが必要です。また、市町が設置する避難所や救

護所の情報を収集し、医療救護班や保健師による適切な対応が行えるよう、医

療と保健が連携できる体制についても検討を行っていく必要があります。 
 

２ 取組方針 

 

発災直後はもちろん中長期にわたって十分な医療機能を継続して確保するた

め、ＤＭＡＴ県調整本部や医療救護班の派遣調整本部など、ＤＭＡＴや医療救

護班の迅速かつ円滑な派遣や受入など、災害医療コーディネーターによる調整

を行う体制を検討するとともに、急性期から中長期への医療提供が円滑に移行

できる体制づくりを進めます。 

これらの体制を整えるために、ＥＭＩＳに加入する医療機関の増加に努める

とともに、災害時にＥＭＩＳ入力ができない医療機関が発生する場合を想定し

て、代行入力を行う備えについても整備を進めます。 

また、県内の病院、特に災害拠点病院や災害医療支援病院、二次救急医療機

関がいざというときに機能不全に陥らないように、耐震対策の実施や、医療従

事者の確保に向けた取組を進めるとともに、電源、水、医薬品等について十分

検討のうえ、平常時から確保しておく、または確保できる体制を整えていきま

す。 

そして、平成 25 年度に実施した訓練でも課題が明らかになった情報伝達につ

いては、訓練を重ねながらよりスムーズな情報伝達、情報共有が行える体制の

構築に努めます。 

さらに、災害拠点病院が被災等により機能不全に陥った場合に備えて、その

機能を補完するため、県独自の取組として、災害医療支援病院を指定しており、

訓練などを通じて連携体制を強化していきます。 

次に、現行のＳＣＵ設置予定場所については、津波による浸水が予測されて

いるため、設置予定場所の変更や代替地の確保についての検討を進めるととも

に、実際にＳＣＵが機能するよう設置訓練を実施するなど、ＳＣＵの実効性確

保に努めます。また、ＳＣＵをはじめとした災害時におけるドクターヘリ*の活
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用についても検討を行います。 

地域における災害医療ネットワークづくりでは、保健所等を単位とする９地

域すべてにおいて、医療機関、医師会や薬剤師会等医療関係団体、消防本部、

警察署、市町、保健所等で構成する「地域災害医療対策会議」を設置しており、

災害時に円滑な医療の提供ができる体制を整備していきます。 

また、平成 25 年度に委嘱した地域災害医療コーディネーター*がコーディネ

ート機能を確保できる体制づくりを進めます。 

さらに、避難所や救護所における医療や保健の情報を収集し、これらの場所

において医療等が適切に行われるよう、医療と保健の連携体制についても検討

を進めていきます。 
あわせて、上記で述べた対策や対応に向けた検討状況をふまえ、県災害医療

対応マニュアル、地域災害医療対応マニュアルについて随時見直しを行ってい

きます。 

 

３ 重点行動項目 

 

① 災害時の医療を迅速かつ円滑に提供できる体制の整備 

② 災害拠点病院等の耐震化の推進 

③ 災害拠点病院の被災を予測した補完機能の確保 

④ ＳＣＵの機能の確保 

⑤ 地域における災害時の医療に関するコーディネート機能の確保 

⑥ 地域における災害医療ネットワークの構築 

⑦ 避難所や救護所における医療ニーズの収集方法の検討（体制、ルール作

り） 
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行動項目 主担当部 

■災害時の医療を迅速かつ円滑に提供できる体制の整備 

ＤＭＡＴや医療救護班の派遣や受入、調整機能の確保などに必要な体

制を確認するため、災害医療コーディネーターとともに県災害対策本部

医療本部の訓練を実施する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

訓練実施回数 ０回/年 １回/年 １回/年 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■災害拠点病院等の耐震化の推進 

災害拠点病院、二次救急医療機関等における耐震化を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

耐震化率 68.6% 82.9% 91.4% 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■災害拠点病院の被災を予測した補完機能の確保 

災害拠点病院が機能不全に陥った場合に備えて指定した災害医療支援

病院が災害拠点病院と連携して訓練に参加する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

災害医療支援病院の訓練参加率 － 75.0% 100% 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■ＳＣＵの機能の確保 

津波被害を想定し、ＳＣＵ設置場所の代替地の検討を行うなど、ＳＣ

Ｕの機能確保に向けた取組を進める。また、ＳＣＵ設置訓練や関係機関

との連携訓練を行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

ＳＣＵ設置訓練等実施回数 ０回/年 ２回/年 ２回/年 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 
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行動項目 主担当部 

■地域における災害時の医療に関するコーディネート機能の確保 

発災時に災害拠点病院等が災害医療に対処できるとともに、災害医療

コーディネーターによる災害医療のコーディネート機能が十分に発揮さ

れるための体制を整備する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

地域災害医療対策会議開催数 － 
地域ごとに

１回/年 

地域ごとに

１回/年 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■地域における災害医療ネットワークの構築 

地域において、訓練や研修の実施等を通じて災害拠点病院、災害医療

支援病院、二次救急医療機関、医師会等の連携を促進するなど、災害医

療ネットワークづくりを進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

訓練、研修等実施地域数 ３地域 ９地域 ９地域 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 

■避難所や救護所における医療ニーズの収集方法の検討（体制、ルール

作り）  

避難所や救護所において医療行為が必要な避難者を把握する方法や、

医師、看護師、保健師等による避難者の検診体制の充実など、事前の体

制検討やルールづくりを行う。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

地域災害医療対策会議開催数 － 
地域ごとに

１回/年 

地域ごとに

１回/年 

  

健康福祉部 

(他の取組主体） 

事業者 
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そのことを十分に認識した身構え方が必要になってくるのです。」 

 

南海トラフ地震の発生が確実視される本県にとって、こうした東北の現在の

姿は、三重県の未来を映し出す鏡だと言えるのかもしれません。 

県南部の地勢は岩手県の三陸地域のそれに酷似していますし、少子高齢化な

どの社会的条件も同じです。 

今回の地震被害想定調査では、南海トラフ地震が発生した場合、特に志摩半

島以南の沿岸地域において、甚大な被害が予想されています。したがって、復

興に向けた歩みも、災害廃棄物の仮置き場、応急仮設住宅建設用地の確保に始

まり、より安全な場所での自宅の再建や災害公営住宅*の建設を終えて、住民が

ようやく元の暮らしを取り戻すまでには、かなりの長い道のりが予想されます。 

災害後の生活再建にかかるこれまでの本県の考え方は、概ね復旧対策までに

とどまっていました。地域防災計画*においても、被災者の「本当の意味での生

活再建」すなわち「復興」に至るプロセスは示していませんでした。 

東日本大震災における復興対策の遅れへの反省から、国においては「大規模

災害からの復興に関する法律」（以下「復興法」という。）が制定され、大規模

災害により被災した都道府県は復興方針を、同じく市町村は復興計画を策定す

ることとされました。 

しかしながら、災害が発生してから復興のことを考え始めたのでは遅い、と

いうのが、東日本大震災で得られた貴重な教訓のはずです。それだけに、三重

県が南海トラフ地震に襲われた場合に、その被害を最小化するとともに、速や

かな復興作業が進められるよう、できる限りの事前の準備をしておく必要があ

ります。 

そうした「事前の準備」を表すものとして「事前復興」という言葉がありま

す。 

関西学院大学災害復興制度研究所の山中茂樹教授・主任研究員は、この言葉

の定義には次の二通りがあると言っておられます。 

一つは、「災害後、限られた時間内に復興に関する意思決定や組織の立ち上げ

を急ぐ必要がある。そこで、復興対策の手順の明確化、復興に関する基礎デー

タの収集・確認などを事前に進めておくこと」という、いわばソフト系のもの。

そしてもう一つは、「災害が発生した際のことを想定し、被害の最小化につなが

る都市計画やまちづくりを推進すること。減災や防災まちづくりの一環として

行われる取組の一つ」という、こちらはいわばハード系のものです。 

本県では、復興対策の手順の明確化を事前に進めておくという前者の定義に

基づき、これまで、三重県復旧・復興マニュアル（仮称）の策定に向けた調

査・検討を進めてきました。ただし、この調査・検討が東日本大震災発生以前
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からのものであったことから、現在の東北地方の実態をふまえ、再検討を要す

るところとなっています。冷静に発災時を想定し、検討できる、平常時の今こ

そ、再度これをしっかりと見直し、実効性のあるマニュアル等を策定しておく

必要があります、 

一方、後者については、事前の備えと言っても、新たな社会づくりをめざす

という内容であることから、今まさに被災地が直面しているように、住民との

合意形成などに相当の時間を要することも考えられるため、一朝一夕で準備で

きるというものではありません。しかし、平成 26 年３月、国土交通省中部地方

整備局が事務局を務める「地震・津波災害に強いまちづくり検討委員会」にお

いて「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」が策定されました。（暫

定記述）このガイドラインの策定過程の平成 25 年８月に開催された意見交換会

には複数の県内市町が参画しており、今後、県内のさまざまな地域から、災害

に強いまちづくりへの需要が生まれてくることも考えられます。そのため、前

者のソフト系の対策を進める一方で、後者についても検討を進めていく必要が

あります。 

 

２ 取組方針 
 

国の報告書においても、復興を円滑に進めるための事前準備となる対策を講

じ、復興プロセスを示しておくことの重要性が指摘されています。 

 大規模災害が発生したとき、事前の準備がなされていなかったため、将来の

ビジョンが描けず、多くの県民が生まれ育った地での生活再建をあきらめて被

災地外へ転出してしまい、その結果、復興に向けて必要な人材までもが失われ

てしまうという状況は絶対に避けなければなりません。 

 このことから、発生が危惧されている南海トラフ地震を想定し、東日本大震

災をはじめとする過去の巨大地震の教訓をふまえた事前復興対策に着手します。 

まずは、ソフト系の事前復興対策として、県の復興体制や復興対策の手順を

明確化し、復興法に基づく復興方針を速やかに市町等関係機関に示すための指

針を策定するとともに、市町における復興計画の事前準備を促していきます。 

 ただし、仮設住宅や復興住宅の建設場所、災害廃棄物の仮置き場や処理処分

施設等に使用するオープンスペースの確保等、東日本大震災において課題とし

て顕在化した個別対策については、地震被害想定調査結果をふまえ、先行して

取り組みます。 

 また、県民の県外流出を防ぐため、国の震災等緊急雇用対応事業の活用によ

る雇用の場の創出や各種給付金・貸付金制度の活用等について検討・整理し、

それを、三重県が被災後も安心して働ける場であるための事前対策の一つとし
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て指針の中に位置づけていきます。 

 さらに、ハード系の事前復興対策についても検討を進めます。 

 平成 23 年 12 月、津波災害警戒区域、特別警戒区域等を設定することにより

津波被害を事前に防ぐまちづくりを進める、ということを柱とする「津波防災

地域づくりに関する法律」が制定されました。また、平成 25 年 11 月には「南

海トラフ地震対策特別措置法」が制定され、津波被害が予想される地域を国が

特別強化地域として指定して財政支援するほか、地域住民が集団で高台に移転

する場合などについても財政支援することなどが定められました。 

これらの法律について、地域の実情に応じたより弾力的な運用が可能となる

よう国に提言していくとともに、前述した「地震・津波災害に強いまちづくり

ガイドライン」もふまえ、さまざまな地域からの、災害に強いまちづくりにか

かる要望に的確に対応できるよう、その適用や活用のあり方について検討して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点行動項目 

 

① 「三重県復興指針(仮称)」の策定 

② 住宅復興計画策定のための事前検討 

③ 災害廃棄物処理計画の策定 

④ 被災時の緊急雇用創出のための情報収集とノウハウの蓄積 

⑤ 地震津波に強い都市計画指針検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「復興の狼煙（のろし）」ポスタープロジェクトとは 

「復興の狼煙」ポスタープロジェクトとは、岩手県釜石市や大槌町で 
懸命に復旧に向かう姿に感銘した有志の人たちが、この姿を伝えるため

のポスターを自主制作し、国内外に広めているプロジェクトです。 
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行動項目 主担当部 

■「三重県復興指針（仮称）」の策定 

大規模な地震・津波による甚大な被害からの速やかな復興を目的に、

東日本大震災の被災地の復興事例を参考として、県の復興体制や復興の

手順等を整理した本県の震災復興にかかる指針を策定する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

指針の検討及び作成 － 作成完了 － 

  

防災対策部 

(他の取組主体） 

事業者 

市町 

■住宅復興計画策定のための事前検討 

実際の被害に応じた住宅再建等の戸数の算定（災害公営住宅を含む）、

支援策等についての計画が速やかに策定できるようにするため、事前に

検討しマニュアルを作成する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

マニュアルの作成 － 作成完了 － 

  

県土整備部 

(他の取組主体） 

市町 

■災害廃棄物処理計画の策定 

発災後、災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うために、県及びすべ

ての市町で災害廃棄物処理計画が策定されるよう取組を行う。また、策

定済の 21 市町についても、国災害廃棄物対策指針に沿った見直しを進め

る。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

計画策定市町数 21 市町 29 市町 － 

県計画の策定 － 策定完了 － 

  

環境生活部 

(他の取組主体） 

市町 

■被災時の緊急雇用創出のための情報収集とノウハウの蓄積 

早期に県民生活の回復を図るためには、雇用の創出が不可欠であるこ

とから、震災時緊急雇用対応事業*等の制度を用いて東北地方の自治体が

どのように雇用を生み出したのか等、効果的な制度の活用方法につい

て、情報収集とノウハウの蓄積を進める。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

他県の事例など必要な情報収集

の実施 
－ 実施完了 － 

  

雇用経済部 
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行動項目 主担当部 

■地震津波に強い都市計画指針検討 

被災地のほか、他府県の取組等も参考としながら、中長期的な視点に

立った地震津波に強い都市計画について検討し、指針を作成する。 

 

目標項目 
現状 

（24 年度末） 

目標 
（27 年度末） 

目標 
（29 年度末） 

三重県地震津波対策都市計画指

針（仮称）の策定 
－ 作成完了 － 

 

県土整備部 

(他の取組主体） 

市町 
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